
平成 3 0年第 8回南島原市教育委員会定例会

日時 平成 3 0年 8月 2 8日 (火) 午後 4時 0 0分
場所 南有馬庁舎 2階会議室

議事日程

第 1 開会

第 2 前回会議録の承認

第3 会議録署名人の指名

第4 教育長職務代理者の指名

第 5 教育長報告

第 6 議案審議
議案第34号 南島原市アートビレッジ・シラキノ条例施行規則の制定について
議案第35号 南島原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告

示について
議案第36号 南島原市英語検定料補助金交付要綱の一部を改正する告示について
議案第37号 南島原市奨学資金貸付基金条例施行規則の一部を改正する規則につ

し←て
報告第2号 南島原市奨学資金償還補助金交付要綱の一部を改正する告示につい

て

第 7 その他
(1) 準要保護児童生徒就学援助の申請について
(2) 次回教育委員会定例会の開催について
(3) その他

第8 閉会



南島原市教育委員会定例会教育長報告

○平成 3 0年 7月の諸会議並びに諸行事

30日(月 )10:00定例教育委員会 (南有馬庁舎)

31日(火 )9:00 平成 3 0年度第 1回世界遺産影響評価委員会 (有馬キリシタン遺産記
念館)

10:00議会文教・厚生委員会 (有家庁舎)

○平成 3 0年 8月の諸会議並びに諸行事

1 日(水 )10:00第1回自己点検評価検討会議 (南有馬庁舎)
14:15アー トビレッジ・シラキノ池田俊彦氏就任挨拶及び歓迎会 (西有家庁

舎ほか)
16:30中学校総合体育大会全国・九州大会出場激励会 (西有家庁舎)

6 日(月 )16:00第 3 5回全国少年少女レスリング選手権大会成績報告会 (西有家庁舎)

7 日 (火 )9:15 平成 3 0年度第 4回教頭会研修会 (コレジョホール)

8 日(水 )10:00議会閉会 (有家庁舎)

10日(金 )9:0O A L T辞令交付式 (南有馬庁舎)

13:30教育長・教育委員辞令交付式 (西有家庁舎)

14:00部局長会議 (西有家庁舎)

16:30県議との勉強会及び意見交換会 (真砂)

11日(土 )18:30梅谷スポーツクラブ社会体育功労者祝賀会及び全国大会出場壮行会
(城)

17日(金 )18:00坂上教育委員送別会 (城)

21 日 (火 )7:10 心のふるさと交流事業出発式 (コレジヨホール)

14:00南島原市教職員研修「さきがけ」教育講演会及び講師との意見交換
会 (コレジヨホールほか)

22日(水 ) 終日対馬市中高連携学校視察 (~24 日)(対馬市)

24日(金 )9:00 部局長会議及び市表彰審査会(西有家庁舎)



26 日 (日 )13:00 南島原まちづくり市民フォーラム (コレジョホール)

27日(月 )16:00南島原市教育支援懇談会 (真砂)



議案第 3 4号

南島原市アートビレッジ・シラキノ条例施行規則の制定について

提案理由

新たに制定した南島原市アートビレッジ・シラキノ条例の施行に関し必要な事項を
定めるため、規則を制定するもの。

平成 3 0年 8月 2 8日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市アー トビレッジ ・シラキノ条例施行規則

(趣旨)
第 1条 この規則は、南島原市アー トビレッジ ・シラキノ条例 (平成 30

年南島原市条例第20号。以下 「条例」という。) の施行に関し必要な

事項を定めるものとする。

(館長等)
第 2条 館長は、所属職員を指揮監督し、館務を掌理する。

2 職員は、館長の命を受け事務をつかさどる。

(休館日及び開館時間)
第 3 条 南 島原 市 アー トビ レッジ ・シラキ ノ (以下 「アー トビレッジ」

とい う。 ) の休館 日及び開館時間は、次のとお りとする。

(1) 休館日

ア 毎週月曜日

イ 12月 29日か ら翌年 1月 3 日まで

(2) 開館時間 午前 9時から午後 6時まで

2 前項の規定にかかわらず、南島原市教育委員会 (以下「教育委員会」

とい う。 ) が必要 と認めるときは、休館 日及び開館時間を変更 し、又

は臨時に休館 日を設けることができる。

(ギャラリー等の利用の手続 )

第 4 条 アー トビレッジを利用 しようとする者 (ギャラリー及び多 目的

交流室を利用する者に限る。以下この条において「利用申込者」とい

う。) は、次条の規定による利用の申請を行 う前にあらかじめ南島原

市アー トビレッジ ・シラキノギャラリー等利用申込書 (様式第 1号 )

を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

2 ギャラリー及び多 目的交流室の利用については、1年間の利用期間

を上半期 (4 月 1 日から 9月30日まで) 及び下半期 (10月 1 日から 3

月31日) に分けて募集を行 うものとする。

3 前項の募集の受付は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に

定める期間に行 うものとする。

(1) 上半期の利用 前年度の 9月 1 日から 9月25日まで

(2) 下半期の利用 前年度の 3月 1 日から 3月31日まで
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4 教育委員会は、第 1項の規定による利用申込を承認したときは、南

島原市アー トビレッジ ・シラキノギャラ リー等利用許可内定通知書

(様式第 2号) により、利用申込者に通知するものとする。

(利用の申請)

第 5条 アー トビレッジを利用 しようとする者は、南島原市アー トビレ

ッジ・シラキノ利用許可申請書 (様式第 3号)を教育委員会に提出し、

その許可を受けなければならない。

2 ギャラリー及び多目的交流室を利用する者は、前項の申請書に前条

第 4項の内定通知書を添付しなければならない。

3 アー トビレッジの利用の申込みは、利用 しようとす る日の前月の 1

日から利用前日までの期間内にしなければならない。

(利用の期間)

第 6条 ギャラリー及び多 目的交流室の利用期間は、7 日を超えること

はできない。ただ し、教育委員会が必要 と認めるときは、この限 りで

な し、。

(利用の許可)

第 7条 教育委員会は、アー トビレッジの利用を許可 した ときは、南島

原市アー トビレッソ ・シラキノ利用許可書 (様式第 4 号 ) を利用者に

交付する。

2 前項の許可書は、アー トビレッジを利用する際、教育委員会に提出

しなければならない。

(使用料の免除等)

第 8条 条例第 10条の規定により、使用料を免除又は減額することがで

きる場合は、次に掲げるとお りとする。

(1) 使用料を免除する場合

ア 市又は教育委員会と共催の行事で利用するとき。

イ 国又は地方公共団体が利用するとき。

ゥ 国公立の学校又は学校法人が設立した私立の学校が利用する

と き。

ェ 市内の幼稚園、保育園又は認定こども園が利用するとき。

オ その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
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(2) 使用料を半額にする場合

ア 市内公共団体が利用するとき。

イ 社会福祉団体が利用するとき。

ウ 社会教育関係団体が利用するとき。

2 前項第 1号の場合は、ギャラリーの冷暖房使用料は、免除の対象 と

す る。

3 第 1項第 2号の場合は、ギャラリーの冷暖房使用料は、免除の対象 と

しない。

4 宿泊室の使用料は、免除の対象 としない。ただ し、教育委員会が特

に必要 と認めるときは、この限 りでない。

(使用料の還付)

第 9条 条例第 11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようと

する者は、南島原市アー トビレッジ ・シラキノ使用料還付申請書 (様

式第 5号) を教育委員会に提出しなければならない。

(入館の制限)

第 10条 館長は、次の各号のいずれかに該当す る者に対 して、アー トビ

レッジへの入館を拒否し、又はアー トビレッジからの退去を命令する

こ とがで きる。

(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為を

する者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物及

び動物の類を携行する者

(3) その他アー トビレッジの管理上支障があると認める者

(禁止行為)

第 11条 アー トビレッジ (敷地を含む。) 内においては、次に掲げる行

為をしてはならない。ただ し、教育委員会の許可を受けた ときは、」

の限 りでない。

(1) 寄附の募集

(2) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板若しくは立札類の設置

(利用者等の守るべき事項)

第 12条 利用者及び入館者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事
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項を守らなければならない。

(1) 利用団体の責任者は、利用者の指導、監督等一切の責任を持つ

こ と。

(2) 利用の許可を受けていない施設及び設備等を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(4) ごみ (缶、 ビン等 ) は持ち帰ること。

(5) 許可を受けないで、壁、柱等に張 り紙、釘打ち等をしないこと。

(6) 利用が終わった ときは、後片付け、清掃、火気の点検を終え、

館長又は関係職員 (以下「館長等」という。 ) に申し出て点検を受

けるこ と。

(7) 利用申込みの取消しをするときは、速やかに教育委員会へ届け

出 るこ と。

(8) その他館長等の指示に従 うこと。

(保安の責任)

第 13条 利用者は、アー トビレッジを利用するに当たっては、入場者の

整理、警備等の保安及び施設等の保全について責任を負 うものとする。

(損壊等の届出)

第 14条 建物又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに館長等

に届け出て、その指示に従わなければな らない。

(職員の入室)

第 15条 館長等は、アー トビレッジの管理上必要があると認めるときは、

現に利用 している施設に立ち入 り、必要な指示をす ることができる。

(免責)

第 16条 利用者又は入館者の不注意その他教育委員会の責めに帰する

ことができない事故に対 しては、市は、その責めを負わない。

(委任)

第 17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別

に定 め る。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成 30年 9月 1 日か ら施行する。
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(募集の受付の特例)

2 この規則の施行の日の属する年度におけるギャラリー及び多目的

交流室の利用に係る募集の受付期間は、第 4条第 3項の規定にかかわ

らず、平成 30年 9月 1 日か ら平成 31年 3月 31日まで とす る。

-5-



様式第 1号 (第4条関係)

南島原市アー トビレッジ ・シラキノギャラリー等利用申込書

年 月 日

南島原市教育委員会 様

■使用者(主催者)名
T

11代表者名 ■住所
T

■担当者名 ■住所

一電話 ■ FAX ■ E-mail

注)必ず連絡の取れる番号をご記入ください。

ギャラリー等を利用 したいので、次のとお り申し込みます。

展 覧 会 名

展示の趣旨

展覧会の概要

展 示 内 容

利用希望日

*必ず第 3希望まで記入してください。

第 1希望 年 月 日 ~ 年 月 日

第 2希望 年 月 日 ~ 年 月 日

第 3希望 年 月 日 ~ 年 月 日

利用展示室 0 で囲んでください
【 ギャラリー 1 ・ ギャラリ」 2 ・ 多目的交流室 】

動員数見込 人

共催、協賛、後援

等の予定 協力ほか :

他会場開催予定

備 考
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様式第 2号 (第4条関係)

南島原市アー トビレッジ・シラキノギャラリー等利用許可内定通知書

年 月 日

申請者 様 南島原市教育委員会 圏

下記のとお り、南島原市アー トビレッジ ・シラキノギャラリー等の利用許可を内定し
たので通知します。

記

展 覧 会 名

利用展示室

利用期間 年 月 日 ~ 年 月 日

利用日数 日間

搬出入許可日
(予定)

搬入日

搬出日

備 考

1 この通知に基づいて、許可申請書を提出してください。
2 その他詳細については、別添の利用条件を遵守するとともに、館長等の指示に従って
ください。
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様式第 3号 (第 5条関係)
南島原市アートビレッジ・シラキノ利用許可申請書

年 月 日
南島原市教育委員会 様

申請者 住所
団体名
代表者氏名 ◎
電話番号

南島原市アー トビレッジ ・シラキノの利用を下記により申請 します。なお、利用にあ
たっては関係条例・規貝-J等を遵守します。

記
利用目的 利用者数 人

利用施設及
び利用日時

施設番号 年 月
回き及

半日 1日

施 設 番 号 ①ギャラリ」 1 ②ギャラリー 2 ③多目的交流室
④工房 1 ⑤工房 2 ⑥アトリエ ⑦その他 ( )

使 用 料
(計 半日 回十 1日 回× 人× 円)= 円

減額の有無 ( 有 (減額 割) ・ 無 ) 円 (A)

〔宿泊室〕太線 一一 の枠内は記入 しないでください。

利用目的

利用期間
年 月 日から

月 日まで 泊 日

利用人数

区分 小学生 中学生 高校生 大学生 大人 その他 計
男性

L
女性

添付書類 □利用者名簿 □その他 ( )

宿 泊 料
大人 1,000 円 × 人 × 泊 =

合計 (B) 円
小人500円× 人× 泊 =

使用料
有 料〔(A)+(B) 円〕 / 納付日 : 年 月 日

免 除〔第 6条第 号 該当〕 / 第 6条第 2号力の場合 〔 〕

備 考 1受付者
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様式第4号 (第 7条関係)

南島原市アー トビレッジ・シラキノ利用許可書

年 月 日
申請者 様

南島原市教育委員会 圏

年 月 日付申請の南島原市アー トビレッジ・シラキノの利用を下記の
とおり許可します。なお、利用条件を遵守するとともに、館長等の指示に従ってくださ
し、。

記

利用目的 利用者数 人

利用施設及
び利用日時

施設番号 年 月
回弓及

半日 1 日

施 設 番 号
①ギャラリ← 1 ②ギャラリ」 2 ③多目的交流室
④工房 1 ⑤工房 2 ⑥アトリエ ⑦その他 (

使 用 料 (計 時間× 人× 円)=(A) 円

〔宿泊室〕太線一一 の枠内は記入しないでください。

利用目的

利用期間
年 月 日から

月 日まで 泊 日

利用人数

区分 小学生 中学生 高校生 大学生 大人 その他 計

男性

女性

添付書類 □利用者名簿 □その他 ( )

宿 泊 料
大人 1,000円 × 人 × 泊 =

合計 (B) 円
小人500円× 人× 泊 =

使用料
有 料〔(A)+(B) 円〕 / 納付日 : 年 月 日

免 除〔第 6条第 号 該当〕 / 第 6条第 2号力の場合 〔 〕

備 考 1受付者
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様式第 5号 (第 9条関係)

南島原市ア」 トビレッジ・シラキノ使用料還付申請書

年 月 日

南島原市長 様

申請者 住 所
団 体 名
代表者氏名 ⑩
電話番号

南島原市アー トビレッジ ・シラキノの使用料について、下記により還付くださるよう
申請 します。

記

1 利 用 予 定 年 月 日 年 月 日

2 納 付 年 月 日 年 月 日

3 利用を取り止めた施設
①ギヤラリ← 1 ②ギャラリ」 2 ③多目的交流陸
④工房 1 ⑤T房 2 ⑥アトリエ ⑦宿泊室
⑧その他 ( )

4 利用を取り止めた理由

〔振込先〕

金 融 機 関 名 支 店 名 種別 ロ 座 番 号 口 座 名 義

銀行

農協
支店

普

当

※印欄は、記入 しないでください。

※ 既納の使用料 円

※ 還 付 額 円
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議案第 3 5号

南島原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示について

提案理由

平成 2 4年度幼稚園就園奨励費補助金等に係る国庫補助申請方式の変更により、所
要の改正をおこなうもの。

平成 3 0年 8月 2 8日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示

南島原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 (平成18年南島原市教育委員会告示

第4号)の÷部を次のように改正する。

様式第2号を次のように改める。

様式第2号 ぼ鞄条関係)

年度幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書
単位 :円

保育料等減免措置階層
区分

A
補 助 対 象 金 額 叉 員

C
A X B 備 考

生活保護法世帯十市町

村民税非謀税世帯

第 1 子
第 2 子
第 3子以降
満 3 歳

市町村民税所得割

非 課 税 世 帯

第 1 子
第 2 子

第 3子以降
満 3 歳

市町村民税所得割課税

額 77,100円以下

の世帯

第 1 子
第 2 子
第 3子以降
満 3 歳

市町村民税所得割課税

額 211,200 円以下

の世帯

第 1 子
第 2 子
第 3子以降
満 3 歳

計

参考
年 月 日

園 児 総 数 A

保育料等減免措置対象園児等 B

備考
生活保護法
世帯 ・市町
村民税非謀
税世帯

市町村民税
所得割非謀
税世帯

市町村民税
所得課税額
77,100 円以
下の世帯

市町村民税
所得課税額
211,200 円
以下の世帯

5 歳 児
4 歳 児
3 歳 児
満 3歳児

計

様式第4号を次のように改める。
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様式第4号 ぼき6条関係)

年 月 日

南島原市長 様

幼稚園長 ⑩

年度幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書

南島原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第6条の規定に基づき、関係資料を添

えて下記のとおり実績報告書を提出します。

記

保育料等減免

措置階層区分

補 助 対 象
金 額

A 円

補助対
象人員

B 人

A X B

C

補助金
交 付
決定額

D

C とD の

うち低い

方 の 額

不要額

E

生活保護法世
帯十市町村民
税非課税世帯

第 1 子
第 2 子
第 3子以降
満 3 歳

市町村民税所
得割非課税世
帯

第 1 子
第 2 子
第 3子以降
満 3 歳

市町村民税所
得割課税額
77,IDO円以下
の世帯

第 1 子
第 2 子
第 3子以降
満 3 歳

市町村民税所
得割課税額
211,200円 以
下の世帯

第 1 子
第 2 子
第 3子以降
満 3 歳

計

附 則
この告示は、平成30年 9月 1日から施行する。
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南島原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する教育委員会告示新旧対照表

新 1日

様式第2号 (第 3条関係)
年度幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書

単位 :円

保育料等減免措置階層 A B C 備 考
区分 補 助 対 象 金 額 人 員 AXB

第 1 子
生活保護法世帯・市町 第 2 子

村民税非課税世帯 第 3子以降
満 3 歳
第 1 子

市町村民税所得割 第 2 子

非 課 税 世 帯 第 3子以降
満 3 歳

市町村民税所得割課税 第 1 子

額 77,醐円以下 電導 義
の世帯 満 3 歳

市町村民税所得割課税 第 1 子
、 第 2 子

' 第 3子以降

の世帯 満 3 歳

計

参考

年 月 日

保育料等減免措置対象園児等 B

一 … … 十 生活保護法 市町村民税 市町村民税 市町村民税 世セ
児 総 数 A 世帯

十
.市町 譜但牢旧ヒ調 所得課税額 所得課税額 備考

村民税非課 m 婿ず」グト昧 77,100 円以 211,200 円
税世帯 税世帯 下の世帯 以下の世帯

5 歳 児
4 歳 児
3 歳 児
満 3歳児

計

様式第2号 (第 3条関係)
年度幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書

単位 =円

保育料等減免措置階層 A B C 備 考
区分 補 助 対 象 金 額 人 員 AXB

第 1 子
生活保護法世帯・市町 第 2 子

村民税非課税世帯 第 3子以降
満 3 歳
第 1 子

市町村民税所得害」第 2 子

非 課 税 世 帯 第 3子以降
満 3 歳

市町村民税所得割課税 第 1 子

額 34,則円以下 養蜂〆
の世帯 満 3 歳

市町村民税所得割課税 第 1 子
m~T 第 2 子

' = い十 第 3子以降

の世帯 満 3 歳

計

参考
年 月 日

保育料等減免措置対象園児等 B

… 嵐 血 十 生活保護法 市町村民税 市町村民税 市町村民税 止丑
児 総 数 A‐ 世帯 .市町 譜但釧北維 所得課税額 所得課税額 偏弓

村民税非課 川幅宵」プト味 34,500 円以 183,000 円
税世帯 税世帯 下の世帯 以下の世帯

5 歳 児
4 歳 児

3 歳 児
満 3歳児

計

保育料等減免措置階層
区分

A
補 助 対 象 金 額

B
人 員

C
AX B 備 考保育料等減免措置階層

区分
A
補 助 対 象 金 額

B
人 員

C
AXB 備 考

生活保護法世帯・市町

村民税非課税世帯

第 1 子
第 2 子

第 3子以降
生活保護法世帯・市町

村民税非課税世帯

第 1 子

第 2 子

第 3子以降
満 3 歳満 3 歳

市町村民税所得害」

非 課 税 世 帯

第 1 子
第 2 子
第 3子以降

市町村民税所得割

非 課 税 世 帯

第 1 子

第 2 子

第 3子以降
満 3 歳満 3 歳

市町村民税所得割課税

額 34,500 円以下

の世帯

第 1 子
第 2 子
第 3子以降

市町村民税所得割課税

額 77,100 円以下

の世帯

第 1 子
第 2 子

第 3子以降
満 3 歳満 3 歳

市町村民税所得割課税

額 183,000 円以下

の世帯

第 1 子
第 2 子
第 3子以降

市町村民税所得害-i課税

額 211,200 円以下

の世帯

第 1 子

第 2 子

第 3子以降
満 3 歳満 3 歳

計計

園 児 総 数 A

保育料等減免措置対象園児等 B

備考園 児 総 数 A

保育料等減免措置対象園児等 B

備考
生活保護法
世帯・市町
村民税非課
税世帯

市町村民税
所得割非課
税世帯

市町村民税
所得課税額
34,500 円以
下の世帯

市町村民税
所得課税額
183,000 円
以下の世帯

生活保護法
世帯・市町
村民税非課
税世帯

市町村民税
所得割非課
税世帯

市町村民税
所得課税額
77,100 円以
下の世帯

市町村民税
所得課税額
211,200 円
以下の世帯

5 歳 児5 歳 児
4 歳 児4 歳 児
3 歳 児3 歳 児
満 3歳児満 3歳児

計計
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新 1日

様式第4号 (第 6条関係)
年 月 日

南島原市長 様

幼稚園長 ◎

年度幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書

南島原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第 6条の規定に基づき、関係資料を添

えて下記のとおり実績報告書を提出します。

記

保育料等減免 補 助 対 象 補助対 AXB 補助金 C とD の 不要額
金 額 魚入昌 交 付 スt′ヰ十、

ー且一 " 温 琳 琢ハ只 決定額 ノリ1ぬV、
日阻階層区分 A 円 B人 C D 方 の 額 E

第 1 子

義圃嶺鰻三一
満 3 歳
第 1 子

轟謝罪謝馨醍 義
満 3 歳

市町村民税所墓 車
得割課税額
77,100円以下 第 3子以降
の世帯 満 3 歳

市町村民税所露 昇
得割課税額
211,200 円以 第 3子以降
下の世帯 満 3 歳

計

様式第4号 (第 6条関係)
年 月 日

南島原市長 様

幼稚園長 園

年度幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書

南島原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第6条の規定に基づき、関係資料を添

えて下記のとおり実績報告書を提出します。

記

保育料等減免 補 助 対 象 補助対 AXB 補助金 CとDの 不要額
金 額 象人員 峯キ髪寸 ぅち低い

措置階層区分 A 円 B人 C 仇に腎 方 の 額 E

第 1 子

薫蔓瞬臨も喜
満 3 歳
第 1 子

寡蹴雛醒 義
満 3 歳

市町村民税所露 拝
得割課税額
34,500円以下 第 3子以降
の世帯 満 3 歳

市町村民税所霧 昇
得割課税額
183,000 円以 第 3子以降
下の世帯 満 3 歳

計

保育料等減免

措置階層区分

補 助 対 象
金 額

A 円

補助対
象人員

B人

AX B

C

補助金
交 付
決定額

D

C とD の

うち低い
方 の額

不要額

E

保育料等減免

措置階層区分

補 助 対 象
金 額

A 円

補助対
象人員

B 人

AX B

C

補助金
交 付
決定額

D

C とD の

うち低い
方 の額

不要額

E

生活保護法世
帯・市町村民
税非課税世帯

第 1 子
生活保護法世
帯・市町村民
税非課税世帯

第 1 子
第 2 子 第 2 子
第 3子以降 第 3子以降
満 3 歳 満 3 歳

市町村民税所
得割非課税世
帯

第 1 子
市町村民税所
得割非課税世
帯

第 1 子
第 2 子 第 2 子
第 3子以降 第 3子以降
満 3 歳 満 3 歳

市町村民税所
得割課税額
77,100 円以下
の世帯

第 1 子
市町村民税所
得割課税額
34,500 円以下
の世帯

第 1 子
第 2 子 第 2 子
第 3子以降 第 3子以降
満 3 歳 満 3 歳

市町村民税所
得割課税額
211,200 円 以
下の世帯

第 1 子
市町村民税所
得割課税額
183,000 円 以
下の世帯

弟÷ 1 子

第 2 子 第 2 子
第 3子以降 第 3子以降
満 3 歳 満 3 歳

計 計
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0南島原赫去立2幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成18年 3月31日教育委員会告示第4号

改正
平成18年 6月23日教委告示第8号
平成19年 5月22日教育委員会告示第 2号

南島原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
G趣旨)

第 1条 この告示は、私立幼稚園の設掛邑者が保育料等減免をする場合に、南島原市が行う私立
幼稚園就園奨励費補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及鋼…刺功葛動

第2条 補助の対象及び補助額は、幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 (平成10年6月17日文部
大臣裁定)が定めるネ靭功の対象及び補助額とする。
(補助の申請)

第3条 補助を受けようとする私立幼稚園の設摺隠者は、幼稚園就園奨鰯り費補助金 (変更)交付
申請書 (様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、南島原市教育委員会 (以下「教育委員
会」という。) が指定する日までに提出しなければならない。
(1) 幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書 (様式第2号)
(2) 保育料等減免措置に関する調書 (様式第3号)
(3) 徴収している保育料等の額を明らかにする書類 (園則など)

2 前項第 2号の調書には、市民税の課税 (ヲ瑞課希刻 証明書又は市民税の糸醗兇逐次口書 (写し)
を、爾寸するものとする。ただし、生活保護法 (昭和25年法律第144号)の規定による保護を
受けている世帯にあっては、福祉事務所長の証明書によって代えることができるものとする。

(補助金交付の通知)
第4条 教育委員会は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付をするか否か
を決定し私立幼稚園の設摺邑者に通知するものとする。
(減免措置の報告)

第5条 交付の決定を受けた私立幼稚園の設曜渚は、減免措置の方法を12月31日までに教育委
員会に報告するものとする。
(夷酬績静侵告書の提出)

第6条 私立幼稚園の設雑1者は、減免措置を完了した後15日以内又は3月20日までのいずれか
早い日までに幼稚園就園奨励費補助金に係る実績費報告書 欄崖…式第4号)を教育委員会に提出
するものとする。
　　　　　　　

第7条 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設鰭邑者は、入園料及び保育料の減免をしたことを
明らかにした保育料等減免確認書 (様式第5号)を備えておかなければならない。
(言旧拠書類の提出)

第8条 教育委員会は、補助金の交付の事務処理上必要と認められるときは、前条の書類の提
出を求めることができる。

附 貝lj
施行期日)

1 この告示は、平成18年 3月31日から施行する。

(経あ過措置)
-5-



2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の平成15年度深江町私立幼稚園就園奨励費補助
金交付要綱 (平成15年深江町要綱第1号)又は有家町私立幼稚園就園奨調費補助金交付魂則
(昭和49年有家町ガ頭り第 1号)の規定によりなされた処彫分、手続その他の行為は、それぞれ

この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則 (平成18年 6月23日教委告示第8号)

この告示は、平成18年 6月23日から施行し、平成18年 4月 1日から適用する。
附 則 (平成19年 5月22日教委告示第2号)

この告示は、平成19年 5月22日から施行し、平成19年 4月 1日から適用する。
様式第1号 (第3条関係)

年 月 日

南島原市長 様

幼稚園長 副

年度幼稚園轍園奨励費補助金 (変更)交付申請書

年度幼稚園就園奨励費補助金を ( 年 月 日付け第 号による交付申請

顕を変更して〕下記のとおり交付されるよう、南島原市私立幼稚園就園奨肋費補助金交付

要綱第3条の規定に基づき、関係資料を添えて申請します。

補助金交付申請額 円

変

更

既 申 請 額 円

増 (△溺) 額 円
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様式第2号 (第3条関係)
年度幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書

単位 :円

保育料等減免措置階層
区分

A
補 助 対 象 金 額 冥員

C
A X B 備 考

生活保護法世帯◆市町

村民税非課税世帯

第 1 子
第 2 子
第 3子以降
満 3 歳

市町村民税所得割

非 課 税 世 帯

第 1 子
第 2 子
第 3子以降

′

満 3 歳

市町村民税所得割課税

額 77,100円以下

の世帯

第 1 子
第 2 子
第 3子以降
満 3 歳

市町村民税所得割課税

額 211,200円以下

の世帯

第 1 子
第 2 子
第 3子以降
満 3 歳

計

参考
年 月 日

園 児 総 数 A

保育料等減免措置対象園児等 B

備考
生活保護法
世帯十市町
村民税非謀
税世帯

市町村民税
所得割非謀
税世帯

市町村民税
所得課税額
??,IDO円以
下の世帯

市町村民税
所得謀税額
211,200 円
以下の世帯

5 歳 児
4 歳 児
3 歳 児
満 3歳児

計
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様式第3号 ぼ鎧条関係)
保育料等減免措置に融けする調書

年 月 日作成

柱園幼児の氏名

男 十女

年 月 日生滴 歳 月

在園幼稚園名

幼児の屈する世帯の状況 ( 月 日現在)

氏 名 生年月日韓高年齢) 性別 続柄
市町村民税課税額

均等割額 所得害噌員

( 歳)

円 円

柱園児の保護者の
現住所、氏名

現住所 氏 名 ◎

幼稚 園長 ゆ
又は設置者

南島原市長 様

※幼児の属する世帯の状況欄には、幼児と生計を共にする者につし・て記入のこと。
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様式第4号僕炊6条関係)
年 月 日

南島原市長 様
幼稚園長 ⑩

年度幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書

南島原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第6条の規定に基づき、関係資料を添

えて下記のとおり実績報告書を提出します。

保育料等減免

措置階層区分

補 助 対 象
金 額

A 円

補助対
象人員

B 人

A X B

C

補助金
交 付
決定額

D

C と D の

うち低い

方 の 額

不要額

E

生活保護法世
帯十市町村民
税非課税世帯

第 1 子
第 2 子
第 3子以降
満 3 歳

市町村民税所
得割非課税世
帯

第 1 子
第 2 子
第 3子以降
満 3 歳

市町村民税所
得割課税額
77,IDO円以下
の世帯

第 1 子
第 2 子
第 3子以降
満 3 歳

市町村民税所
得割課税額
211,200 円 以
下の世帯

第 1 子
第 2 子
第 3子以降
満 3 歳

計
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様式第5号 ぼ" 条関係)

保育料等減免確認書

保護者住所

氏名 ◎

幼児 ( )に係る入園料、保育料につv・て ( ) 円の減免を受けたこ

とを確認します。

年 月 日

幼稚園長 様
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議案第 3 6号

南島原市英語検定料補助金交付要綱の一部を改正する告示について

提案理由

「南島原市英語検定料補助金」を、英語力の向上を図り、より受検しやすい環境を
整えるため、所要の改正をするもの。

平成 3 0年 8月 2 8日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市鶏語検定料補助金交付要綱の一部を改正する告示

南島原市英語検定料補助金交付要綱 (平成30年南島原市告示第12号)の一部を次のように

改正する。

第2条第 2号中「小学5年生以上の」を削る。

第4条第 2項中 明rj表に定める補助額とする」を「検定料の全額とする」に改め、同項た

だし書を削る。

別表を削る。

附 則

この告示は、平成30年 9月 1日から施行し、平成30年度の予算に係る南島原市英語検定料

補助金から適用する。
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南島原市英語検定料補助金交付要綱の一部を改正する告示 新旧対照表
新 旧

　　　　

第 2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。

(1)( 略)
(2) 申請者 英検を受験した南島原市立小中学校に在煉籍する児童生徒の保護者であ
って、この告示による補助金の交付を受けようとするものをいう。

体制功金の対象となる経費、ネ靭功金の額等)
第4条 (略)
2 ネ削肋金の額は、英検を受験した児童生徒 1人につき検定料の全額とする。

3 (略)

(定勃
第 2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。

(1)( 略)
(2) 申請者 英検を受験した南島原市立小中学校に在擦籍する小学5年生以上の児童
生徒の保護者であって、この告示による補助金の交付を受けようとするものをい
つ。

(ネ靭功金の対象となる経費、ネ靭功金の額等)
第4条 (略)
2 補助金の額は、英検を受験した児童生徒 1人につき別表に定めるネ創斑額とする。た
だし、南島原市要保護及び準要保護児i童生徒等就肖援助費支給要綱 (平成18年南島原
市教育委員会告示第3号)に規定する要保護者又;誼準要保護渚については、検定料の
全額とする。

3 (略)
別表 鎮;4条関係)

受験級 検定料 ネ靭功額

2級 5,800円

(5,400円)

2,700円

準2級 5,200円

(4,800円)

2,400円

3級 3,800円

(3,400円)

1,700円

4級 2,600円

(2,100円)

1,050円

5級 2,500円

(2,000円)

1,000円
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○南島原市鶏語検定料補助金交付要綱
平成30年 1月23日告示第12号

南島原市絹語検定料補助金交付要綱
G趣旨)

第1条 市は、公益財団法人日本英言蔀灸定協会が実施する実用英語擬与銑灸定 (以下「英検」と
いう。)の受廓幾会の拡大を目指し、もって児童生徒の英語力及び学習意欲の向上を図るこ
とを目的に、英検を受験する児童生徒の保護者に対し、予算の定めるところにより、南島原
市英語検定料補助金 (以下「ネ能勢金」という。) を交イナするものとし、その交付については、
南島原市補助金等交付ガ頭リ(平成18年南島原市ガ頭り第35号。以下「塊則」という。)に定め
るもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。

(1) 保護者 親権者、未成年後見人その他当該児童生徒を養育している者をいう。
(2) 申請者 英検を受験した南島原市立小中学校に在宅籍する児童生徒の保護者であって、
この告示による補助金の交付を受けようとするものをいう。
(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、前条第2号に定める申請者とする。
(補助金の対象となる経費、補助金の額等)

第4条 補助金の対象となる経費は、英検の受験に係る検定料 (以下「検定料」という。) と
する。

2 補助金の額は、英検を受験した児童生徒 1人につき検定料の全額とする。
3 補助金の交付は、児童生徒 1人につき同÷年度において 1回とする。

(交付の申請)
第5条 申請者は、南島原市英語検定料補助金交付申請書 (様式第1号)に受験を証明するも
の (検定料の支払を証する書類又は受験票の写し)を添えて、児童生徒が在珠籍する南島原市
立小中学校の校長を経由し、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、申請者の委任がある場合は、児童生徒が在宅籍する南島原市立小
中学校の校長が代理して当該校分を一括して申請することができる。この場合にあっては、

前項に規定する申請書に南島原市英語検定料補助金交付申請について (様式第2号)及び団
体申込書の写しを添付しなければならない。
(補助金の交付の決定)

第 6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、交付の可否を決定し、
南島原市英語検定料補助金交付・却下決定通知書 桐特に第3号)により申請者に通知するも
のとする。

(手続の特例)
第7条夫耀則第21条の規定により、夫別則第13条の規定による寿績喜報告及び捌則第14条の規定に

よる補助金の額の確定通知は、省略するものとする。
(その他)

第 8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この告示は、平成30年 1月23日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
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様式第十号 (第5条関係)
年 月 日

南島原市長 様

申請者 蝦婦聾者)
住 所
氏 名 鯖

南島原市猪語検定料補助金交付申請書

南島原市英語検定料補助金交付要綱第5条第 1項の規定により、南島原市英
語検定料補助金の交付についてド記のとおり中請し-ます。

1 児童生徒氏名
2 学校名 南島原市立 学校
3 学年等 年 組
4 補助事業の目的

公益財団法人日本英語検定協会が実施する英検に伴う検定料補助
5 受験紋及び検定料 級 円
6 振込先

金融機関名 銀行・農協 '信用金庫 本i占・支店
口座 番号- 普通 ・当座 No.

ゆ うち ,[銀 行記 号-・器 弓‐

フリガナ
口座名義

※ 振込先を確認できる r通帳又はキャッシュ力r ド」の写しを必ず添付

萎 任 拭
払は、南島原市英語検定料補助金について、南島原-1ず英語検定料補助金交付

要綱に基づく交付申請に係る J切の権限を
学校 校長 に委任し,まず

年 月 日
住 所
氏 名 ◎
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様式第2号 (第5条関係)
年 月 日

南高原市長 様

学校・名

校長 IE-リ

南島原市英語検定料補助金交付申請に/)L,r(

この二とについて、次第表に掲げ〈)占め ,f暴走料を南島原市英語検定料補助金交付要綱第 5
条第 2填め規定に基づき、申請いたします。

保護者氏名
(児章生徒氏′:?-)

住 所 学年等 受験級 ,検定料 備 考

1
( )

キー「; 組 級 「11

2
( ) 年 組 級 円

;一
( ) ′

・年 組 級 円

一
( ) , 三年 総 溺愛 円

5
( )

l r年 組 級 円

.r

6
( ) ,

.

′年 組 部及 i.1]

7
( )

1

‐ ‐ .

.年 組 級 円

8
( )

- - r

午 組 級 1つ

′ -

も)
( )

L - - = - + - .‐十L--- --- - -L

年 組 級 円

‐ ー--‐

1 0
( )

年 組 級 円

合 計 人 円
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様式第3号 (第6条関係)
第 号

年 月 日

様

南島原市長 圃

南島原市英語検定料補助金交付・却下決定通知書

年 月 日付け‐で申請び)あった南島原市英語検定料補助金の交
付について、ト記のとおり決定したび)で南島原市英語検定料補助金交付要綱第
6 条の規定により、通知 します .

1 承認 ‘ 却下

(却下の理由)

り 交付決定額 円
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